
平成９年(ワ)第１２４０２号　約定金請求事件
口頭弁論終結日　　平成１３年７月１８日
                      判　　　　　　決
              原　　　　　　告　　　　　　株式会社高電社
              訴訟代理人弁護士　　　　　　片　山　善　夫
              同　　　　　　　　　　　　　岡　村　久　道
              被　　　　　　告　　　　　　株式会社ジェイ・ティー・エス・タ
ケムラ
              訴訟代理人弁護士　　　　　　坂　田　　　均
              同　　　　　　　　　　　　　草　地　邦　晴
                      主　　　　　　文
        １　被告は、原告に対し、金１５５０万１５００円及びこれに対する平成
９年１２月１７日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
        ２　原告のその余の請求を棄却する。
        ３　訴訟費用はこれを２分し、その１を原告の、その余を被告の負担とす
る。
        ４　この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。
                      事実及び理由
第１　請求
    　被告は、原告に対し、金３５００万円及びこれに対する平成９年１２月１７
日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
  １　前提事実（末尾に証拠の掲記のない事実は当事者間に争いがない。）
    (1)　原告は、コンピュータ機器の販売、コンピュータソフトウエアの開発、販
売等を目的とする株式会社であり、被告は、織物用電子機器等の製造販売等を目的
とする株式会社である。
    (2)　原告は、平成３年４月１日、被告との間で、次の条項を含む継続的商品
（ソフトウエア）取引契約（以下「本件契約」という。）を締結した（甲１）。
      ①　甲（被告）は乙（原告）の開発する製品を販売し、乙はこれを継続的に
甲に販売する（第１条）。
      ②　対象とする本契約における製品は、織布情報作成プログラムとする。
        （専用電子計算機により編機を作動させるための織布データを作成するソ
フトウエアに限り、これに用いる専用の入出力装置、光学式柄読み取り装置、グラ
フィック処理装置、または補助記憶装置は含まない。）（第２条）
      ③　乙は甲に製品のソースプログラムを開示する。甲は開示されたソースプ
ログラムを元に変更を加えた製品を顧客に販売することができる。
        　ただし甲は開示されたソースプログラムを他社に対して開示してはなら
ない（第３条）。
      ④　甲は乙に対し、ソースプログラムの開示および販売権付与の対価とし
て、次の契約料金を支払う（第４条）。
        （１）　契約基本料金　　２４００万円及び消費税
        （２）　１セットあたり　　　７０万円及び消費税
        　ただし、甲が変更を加えた製品に対しても支払う。
    (3)　原告と被告は、平成３年４月１９日、本件契約について、次の内容を含む
覚書を取り交わした（乙１、以下「本件覚書」という。）。
      　甲（被告）が乙（原告）の開発した対象となる製品を顧客に販売する場
合、１セットあたり７０万円および消費税を乙に支払う。
      　ただし、同一の顧客に対し２セット目以降を追加で納入する場合は、３５
万円および消費税とする。
      　これは甲が変更を加えた製品に対しても適用され、注文書に納入先を明記
するものとする。
    (4)　原告は、被告に対し、本件契約に基づき、織布情報プログラム「ＴＬＳ－
ＳＹＳＴＥＭ」（以下「本件プログラム」という。）のソースコードを開示した。
      　本件プログラムは、原告の発意に基づき原告の従業員であったＡらが職務
として創作し、原告の著作の名義の下に公表されたものであり、プログラムの著作
物に当たる。
    (5)　被告は、本件プログラムを装着したレース編機用デザインシステム「ＴＬ
Ｓ－ＳＹＳＴＥＭ」を顧客に販売し、被告は本件契約及び本件覚書に基づき２０セ



ット分合計９５５万円を原告に支払った。
    (6)　被告は、平成４年４月３０日、ソフトプロ株式会社（以下「ソフトプロ」
という。）との間で、ソフトプロがラッセルレース編機用デザイン・データ出力及
び編集用プログラムを開発し、このソフトウエアの複製物を被告がソフトプロから
購入して商品として販売する旨の契約を締結した（乙１０、１１）。
      　ソフトプロは、同契約に基づきコンピュータソフトウエア「ＬＥＣＳ」
（以下「ＬＥＣＳ」という。）を作成した。
    (7)　被告は、平成５年３月３０日から平成７年２月１６日までの間に、別紙の
とおり、ＬＥＣＳを装着したレース編機用デザインシステムを販売した。その販売
台数は次のとおりである。
      　同一販売先への１台目の販売　　　　１８セット
      　同一販売先への２台目以降の販売　　　７セット
  ２　原告は、被告に対し、①ＬＥＣＳは、本件契約第３条にいう「開示されたソ
ースプログラムを元に変更を加えた製品」に当たり、被告が本件プログラム又はＬ
ＥＣＳを装着した製品を販売した本数は５０本を下らないとして、主位的に本件契
約第４条に基づく料金３５００万円の支払を求め、②仮に、被告のＬＥＣＳの販売
が本件契約に基づくものでないとしても、被告の行為は、本件プログラムについて
の原告の著作権（複製権ないし翻案権）を侵害するものであるとして、予備的に著
作権侵害による損害賠償として３５００万円を請求した。
  ３　争点
  〔主位的請求〕
    (1)　ＬＥＣＳは、本件プログラムを元に変更を加えた製品（本件契約第３条）
として、本件契約第４条の適用を受けるか。
    (2)　本件契約は終了したか。
    (3)　被告が本件契約に基づき支払うべき料金の額
  〔予備的請求〕
    (4)  被告は、本件プログラムの著作権を譲渡されたか。
    (5)　ＬＥＣＳは本件プログラムを複製又は翻案したものといえるか。
    (6)　(5)が認められる場合、被告に故意又は過失があるか。
    (7)　原告の損害額。
第３　争点に関する当事者の主張
  １　争点(1)（ＬＥＣＳは、本件プログラムを元に変更を加えた製品（本件契約第
３条）として、本件契約第４条の適用を受けるか）及び争点(5)（ＬＥＣＳは本件プ
ログラムを複製又は翻案したものか）について
  【原告の主張】
    (1)　ＬＥＣＳは本件プログラムのいわばバージョンアップ品であり、著作権上
の翻案によって作成された物に当たり、本件契約３条にいう「開示されたソースプ
ログラムを元に変更を加えた製品」に該当するから、被告は、原告に対し、ＬＥＣ
Ｓの販売台数に応じて本件契約第４条所定の料金を支払う義務がある。
      ア　ＬＥＣＳは、本件プログラムに依拠して作成された。
        　Ａは、平成３年２月ころ原告を退職した後、ソフトプロに就職した。ソ
フトプロは、被告から本件プログラムのソースコードの提供を受けてＬＥＣＳを作
成し、その際、Ａが本件プログラムのソースコードに変更を加えた。
      イ　本件プログラムに含まれるソースファイル名「Ls_etc.c」と、ＬＥＣＳ
に含まれる各ファイルとのソースファイル同士を比較したところ、強い類似性が認
められる。
        　「ＴＬＳ：Ls_etc.c」の実質的命令（ソースの中からコメントを削除し
たもの）１１４８行のうち９５０行がＬＥＣＳのソースプログラムと一致しており
（一致率８３％）、ほぼ一致するものを含めると１０３８行が一致する（一致率９
０％）。コメント行を含めて比較すると、１４２８行のうち１１９５行が一致して
おり（一致率８４％）、さらにほぼ一致するものを含めると１２９２行が一致する
（一致率９０％）。
        　また、本件プログラムに含まれるソースファイル名「ＴＬ
Ｓ：Ls_errck.c」の実質的命令（ソースの中からコメントを削除したもの）１０６
行のうち、９９行がＬＥＣＳのソースプログラム中のソースファイル
名「Le_errck.c」と一致しており（一致率９３％）、ほぼ一致するものを含める
と、１００行が一致する（一致率９４％）。
      ウ　ＬＥＣＳには、ＬＥＣＳのシステムでは不要なプログラムが含まれてお



り、このことは、ＬＥＣＳが本件プログラムのソースファイルを流用して作成され
たことを推測させる。
        　前記「ＬＥＣＳ：Le_errck.c」は、ＬＥＣＳのシステムでは全く不要な
プログラムであり、本件プログラムから複製されたことを推測させる。また、ＬＥ
ＣＳのソースファイルに存在する「lseek_move」という関数は、ＬＥＣＳのシステ
ムでは不要である。
    (2)　被告の主張に対する反論
      ア　被告は、プログラムについて著作権侵害が認められるためには、実質的
類似性だけでなく、プログラムの構造、順序及び構成に関し比較が必要であるかの
ごとき主張を行い、これを前提に、ＬＥＣＳは本件プログラムと比較して新規機能
が膨大であるから、本件プログラムの複製物又は翻案物とはいえないと主張する。
        　しかし、被告提出の鑑定書（乙１６の１）に基づき算定した場合です
ら、本件プログラムのコードの６２％以上がＬＥＣＳに流用されており（本件プロ
グラムの総計７万４０００行のうち約４万６０００行がＬＥＣＳに流用されてい
る。）、両者には「ほぼ同じ内容のファイルが散見され」「（少なくとも類似した
ファイルについては）共通のソースから分岐したと考えてよい」との意見が付され
ている。本件は、構造、順序及び構成を比較するまでもなく、十分に実質的類似性
が認められる。
          本件で問題となるのは、本件プログラムのコードが原告に無断でＬＥＣ
Ｓに流用（複製）されている点である。無断複製したり、無断で他人の著作物に手
を入れて翻案物を作る行為自体が著作権侵害である以上、新規事項が付け加えられ
ていたとしても、それが無断複製、無断翻案という違法行為を正当化する理由とは
なり得ない。
      イ　被告は、あるアイデア若しくは機能を達成するためには必然的に付随的
なもので表現とアイデアが一致する部分、外部的条件部分、公有に属する部分を著
作権保護の対象から除外した上で、保護すべき表現のみを比較対照しなければなら
ないと主張するが、本件プログラムのどの具体的なコードが、ＬＥＣＳの具体的な
コードと、どのように必然的に一致するのか明らかにしていない。
  【被告の主張】
    (1)　ＬＥＣＳは、被告がソフトプロに開発を依頼して新たに創作されたプログ
ラムであり、本件プログラムとは、構成、組織、処理の流れ等、実質的内容におい
て同一性を有さず、本件契約第３条にいう「開示されたソースプログラムを元に変
更を加えた製品」に当たらず、著作権法上の翻案物にも当たらない。
      ア　被告は、本件プログラムをソフトプロに提供したことはなく、そのバー
ジョンアップを依頼したこともない。
      イ　ＬＥＣＳは、関数約１２万８０００行のうち約５万９０００行の関数を
含むファイルが本件プログラムのファイルと類似するが（約４６％）、これにより
直ちにＬＥＣＳが本件プログラムの複製物若しくは翻案物であるとは判断できな
い。
        　表現の多様性に制限のあるソフトウエアの実質的類似性は、関数の比較
のみによって明らかになるものではなく、まず、本件プログラムの構造、手順、構
成を明らかにし、それからあるアイデア若しくは機能を達成するためには必然的に
付随するもので表現とアイデアが一致している部分、ソフトウエアに係る外部的要
素により決定される部分、及び公有に属する部分（パブリックドメイン）を排除し
た上で、表現として保護されるソフトウエアの中核部分を明らかにしなければなら
ない。原告は、関数若しくは各関数の各行を比較しその数量的な一致率を主張する
だけで、ソフトウエア全体の構造、手順、構成の比較をすることなく、また本来著
作権法で保護すべきでない表現部分を排除することなく、同一性を主張するもので
相当でない。
        　ＬＥＣＳは、原画入力機能、原画編集機能、ラッセル（チェーン）レー
ス柄糸入力機能、紋図入力機能、印刷機能、データ入出力機能、ユーザー管理機
能、基礎・設計情報入力機能の各機能を有している。そして、ＬＥＣＳは、①取込
画像で原画修正が可能なことを最も重要な特徴とするが、その他にも、②ディスプ
レー上での高解像度表示ができること、③ＳＵ落下板とジャガードが合わさったデ
ータの処理が可能なこと、④読み込んだデータを紋図情報として保存することがで
きること、⑤基礎情報に基づいて読み込んだ原画が何枚の筬（おさ）で分解可能か
を計算できること、⑥自動筬配列機能があること、⑦チュールでスムーズ表示が実
現すること、⑧コース・ウエールの拡縮が可能であること、⑨グランド糸を全体に



表示できること、⑩ＳＵやデータを直接書き込むことができること等、本件プログ
ラムにはない多くの新機能が内包された別個のソフトウエアであり、その目的とす
る機能は本件プログラムの単なる改良版の程度を超えるものである。
        　また、本件プログラム及びＬＥＣＳは、いずれもドイツ・カールマイヤ
ー社製レース編機の画像データ出力のためのレースデザインシステムに関するソフ
トウエアであるから、同一のレース編機をコントロールするため、すなわち両ソフ
トウエアの稼動環境が同一であることからくる外部的条件（特に出力部分）によ
り、ソフトウエアの内容が規定される部分が存在する。これらの部分は著作権の保
護範囲から当然排除されるべきである。
        　さらに、スキャナーによる原画読み込みに関しても、ドライバー周辺の
ソフトウエアのロジックは類似の表現になるのが一般的であり、この部分も保護さ
れる表現からは排除されなければならない。
    (2)　本件契約第４条は、被告が本件プログラムに改良を加えた場合に、その改
良品に対してロイヤリティを支払う旨を合意したものであって、被告が変更を加え
たものではなく、類似について被告に故意及び過失のない商品についてまで被告に
責任を負わせる趣旨ではない。ＬＥＣＳについて、本件契約第４条の適用はない。
  ２　争点(2)（本件契約は終了したか）について
  【被告の主張】
    　本件プログラムは、平成４年下半期ころから、新たなライバル会社の出現
や、システムの古さが原因となって売れ行きが急速に低下し、平成４年１１月２８
日の中川レース株式会社との取引を最後に販売ができなくなった。
    　被告は、本件契約に基づく契約関係を平成５年５月１８日をもって終了する
旨通知した。
  【原告の主張】
    　原告は、本件契約の終了通知（乙７）を受け取ったことはない。また、同通
知の内容自体、本件契約第８条の定める解除事由のいずれにも該当しないから、本
件契約が終了した事実はない。
  ３　争点(3)（被告が本件契約に基づき支払うべき料金額）について
  【原告の主張】
    (1)　被告は、本件契約締結後、本件プログラム及びＬＥＣＳを装着した織物機
を５０台以上製造、販売しているから、本件契約第４条により、被告は３５００万
円の支払義務がある。
    (2)　被告の開示した資料を前提にしても、被告提出の帳簿（乙１７）には、前
記第２、１、(6)以外に、平成５年６月１８日欄に「ＬＥＣＳ－１０００特別版」数
量「１」の記載が存在するから、これも販売数に加えるべきである。
      　よって、被告によるＬＥＣＳの販売数は、同一販売先への１台目の販売が
小計１９セット、同一販売先への２台目以上の販売が小計７セットとなり、ＬＥＣ
Ｓに関し被告が原告に支払うべき金額の元本は、次のとおりとなる。
        ①　小計１９セット×金７０万円＝金１３３０万円
        ②　小計７セット×金３５万円＝金２４５万円
        ③　上記合計　金１５７５万円
        ④　上記消費税（３％）　金４７万２５００円
        ⑤　総合計（消費税込）　金１６２２万２５００円
  【被告の主張】
    　原告の主張は争う。
    　「ＬＥＣＳ－１０００特別版」は、ＬＥＣＳの開発に関する発注、支払の一
つを表す記載であり、被告が顧客に販売するためにソフトプロへ発注したものでは
ないから、これをＬＥＣＳの販売数量に含めるべきではない。
    　なお、本件プログラムを装着した製品を販売した分については、全額支払済
みである。
  ４　争点(4)（被告は、本件プログラムの著作権を譲渡されたか）について
  【被告の主張】
    　本件プログラムの著作権は、本件契約所定の基本料金２４００万円の支払と
ともに、被告に譲渡された。
  【原告の主張】
    　否認する。
  ５　争点(6)（(5)が認められる場合、被告には翻案につき故意又は過失がある
か）について



  【原告の主張】
    　Ａは、原告に対し、被告から本件プログラムのソースコードを受け取ってＬ
ＥＣＳを開発したことを認めるとともに、被告から、本件プログラムの著作権を買
い取ったとの説明を受けたと述べた。これによれば、被告に本件改変について故意
又は過失があったことは明らかである。
  【被告の主張】
    　仮に、ＬＥＣＳが本件プログラムの複製物又は翻案物であるとしても、被告
には過失がない。
    　被告は、顧客からの新たな需要を充たし、最新カールマイヤー社製の機種に
対応するため、新しい画像データ出力のためのレースデザインシステムに関するソ
フトウエアの開発をソフトプロに委託した。被告は、ソフトプロが新たにＬＥＣＳ
を開発したと信じていたので、ＬＥＣＳが本件プログラムと類似するかどうかは知
らなかった。被告は、ソフトプロに本件プログラムのソースコードを開示したこと
はなく、上新電機が有していたＬＥＣＳのソースコードの内容を調査する機会もな
かった。
  ６　争点(7)（原告の損害額）について
  【原告の主張】
    　本件プログラムの著作権を侵害されたことにより原告が「著作権の行使につ
き受けるべき金銭の額に相当する額」（著作権法１１４条２項）は、争点(3)におけ
る【原告の主張】と同じである。
  【被告の主張】
    　争う。
第４　当裁判所の判断
  １　争点(1)（ＬＥＣＳは、本件プログラムを元に変更を加えた製品（本件契約第
３条）といえるか）及び(5)（ＬＥＣＳは、本件プログラムを複製又は翻案したもの
といえるか）について
    (1)　証拠（甲９、１０の１・２、乙１０）によれば、Ａは、平成１０年９月１
日、同月２２日及び平成１１年３月４日、原告のソフトウエア事業部長Ｂ及び常務
取締役Ｃに対し、ソフトプロがＡの在職中に被告から新しいレースデザイン用ソフ
トウエアの開発を請け負い、被告から提供された本件プログラムのソースコードを
参考にしてＡを含む数名でＬＥＣＳを作成したと認めたこと、Ａは、「参考にし
た」とは、ソースコードからバイナリーコードへコンパイルする際のＣ言語用ソフ
トウエアをラティスＣからマイクロソフトＣに変更したのに伴いソースコードに手
を加えたこと、及び編集できるデザインサイズを大きくしたことを意味すると述べ
たことが認められる。
      　これによれば、ソフトプロは、被告の委託を受けてＬＥＣＳを作成するに
当たり本件プログラムに依拠したものと推認され、被告取締役営業部長Ｄ作成の事
業内容説明（乙１３）のうち、上記認定事実に反する部分は採用することができな
い。
    (2)　プログラムの類似性について
      ア　原告の比較評価
        　証拠（甲１５～２０）によれば、原告取締役であるＣが平成１２年８月
から１０月にかけて、本件プログラムのソースコードとＬＥＣＳのソースコード
（平成１２年４月２８日付け文書提出命令により上新電機株式会社〔ソフトプロか
ら営業譲渡を受けＬＥＣＳのソースコードを所持〕より提出されたもの）を比較し
た結果は、次のとおりである。
        (ア)　イメージスキャナデータ入力関数のソースファイ
ル「TLS:Wp_232c.asm」（本件プログラム）と「LECS:Fs_232c.asm」（ＬＥＣＳ）を
比較すると、「TLS:Wp_232c.asm」の実質的命令（ソースの中からコメントを削除し
たもの）２９２行のうち、２８７行がＬＥＣＳ「LECS:Fs_232c.asm」と一致し、そ
の一致率は９８％であった（甲１５）。
        (イ)　グラフィックドライバ制御関数のソースファイ
ル「TLS:Ls_grsys.asm」（本件プログラム）と「LECS:Le_grsys.asm」（ＬＥＣＳ）
を比較すると、「TLS:Ls_grsys.asm」の実質的命令（ソースの中からコメントを削
除したもの）７３０行のうち、７０６行が「LECS:Le_grsys.asm」と一致し、その一
致率は９７％であった（甲１６）。
        (ウ)　ＧＰＩＢ駆動関数のソースファイル「TLS:Ls_gpib.asm」（本件プロ
グラム）と「LECS:Fs_gpib.asm」（ＬＥＣＳ）を比較すると、「TLS:Ls_gpib.asm」



の実質的命令（ソースの中からコメントを削除したもの）４６０行のうち、２８７
行が「LECS:Fs_gpibs.asm」と一致し、その一致率は６２％であった（甲１７）。
        (エ)　汎用関数のソースファイル「TLS:Ls_etc.c」（本件プログラム）を
ＬＥＣＳの各ファイルと比較すると、「TLS:Ls_etc.c」の実質的命令（ソースの中
からコメントを削除したもの）１１４８行のうち、９５０行が「ＬＥＣＳのソース
プログラム」と一致し、その一致率は８３％であった。ほぼ一致するものを含める
と、１１４８行のうち１０８３行が一致し、その一致率は９０％であった。
          　また、コメント行を含めて比較すると、「TLS:Ls_etc.c」１４２８行
のうち、１１９５行が一致し、その一致率は８４％であった。ほぼ一致するものを
含めると１２９２行が一致し、その一致率は９０％であった（甲１８）。
        (オ)　致命的なエラーの表示関数のソースファイル「TLS:Ls_errck.c」
（本件プログラム）と「LECS:Le_errck.c」（ＬＥＣＳ）を比較する
と、「TLS:Ls_errck.c」の実質的命令（ソースの中からコメントを削除したもの）
１０６行のうち、９９行がＬＥＣＳのソースプログラムと一致し、その一致率は９
３％であった。ほぼ一致するものを含めると１００行が一致し、その一致率は９４
％であった。
            「LECS:Le_errck.c」は、ＬＥＣＳのシステムにおいて実行されること
がないプログラムである（甲１９）。
        (カ)　本件プログラムとＬＥＣＳの関数名を比較すると、本件プログラム
の１３４０個の関数のうち、同じ関数名を持ち同じような働きをする関数が８６９
個ＬＥＣＳで使用されており、その一致率は６５％である。ほぼ一致するものを含
めると、９３２個がＬＥＣＳで使用されており、その一致率は７０％である。
          　内容が実質的に一致する関数「errordsp」及び「lseek_move」は、Ｌ
ＥＣＳでは定義されているが使用されておらず、ＬＥＣＳのシステムでは実行され
ることがない関数である（甲２０）。
      イ　被告の比較評価
        　証拠（乙１６の１・２）によれば、被告の依頼に基づき、Ｅ（大阪大学
大学院基礎工学研究科情報数理系専攻博士課程）が、本件プログラム及びＬＥＣＳ
をＣＣFinderにより比較した結果は、次のとおりであった。
        (ア)　ＬＥＣＳは、１８５個のＣソースファイル（.c及び.h）、約１２万
８０００行から成り、本件プログラムは、１０６個のＣソースファイル（.c及
び.h）、約７万４０００行から成る。
          　両プログラムのすべてのＣソースファイルからクローンを検出して比
較したところ、ほぼ同じ内容のファイルが散見され、ファイルの中身を部分的に入
れ替えて作ったと思われる部分があった。
        (イ)　次に、①ＬＥＣＳと本件プログラムのクローンを含み、②ファイル
のかなりの部分をクローンが占めているとの条件に基づき、ＬＥＣＳから６５個の
Ｃソースファイル（約５万９０００行）、本件プログラムから４０個のＣソースフ
ァイル（約４万６０００行）を抽出した。
          　これらを比較検討した結果、①両システムの半分程度が類似したファ
イルで占められている、②少なくとも類似したファイルについては共通のソースか
ら分岐したと考えてよい、という結論が得られた。
    (3)　前記(2)によれば、ＬＥＣＳは、本件プログラムと比べて、ファイルにし
て７９個、コードにして約５万４０００行大きいプログラムであり、本件プログラ
ムにない新規機能を備えていることが推認される。
      　しかし、ＬＥＣＳには、本件プログラムと実質的命令だけでなくコメント
行までがほとんど一致するファイルが複数個存在し、本件プログラムのソースコー
ドの少なくとも６２％（46,000/74,000=0.62）がＬＥＣＳに使用されていることが
認められる。また、原告による比較評価の中には、ＬＥＣＳには、本件プログラム
と内容がほぼ一致しており、かつＬＥＣＳのシステムでは実行されないプログラム
及び関数が存在するという箇所があるが、被告はこの点について争っていない。
      　加えて、本件プログラムとＬＥＣＳは、共にＡという同一の人物が開発を
担当しており、そのＡ自身が、ソフトプロにおいて被告から提供された本件プログ
ラムのソースプログラムを参考にしてＬＥＣＳを作成したことを認めているのであ
り（前記(1)、第１、１(4)）、ＬＥＣＳのパンフレットには、「従来の豊富なＴＬ
Ｓ資産を継承しながら将来を見つめた開発コンセプトが凝縮された」との記載があ
り、本件プログラムのパンフレットに掲載されたユーザー・インターフェイス（デ
ィスプレイ表示）と同じものが掲載されているなど、販売先に対し、ＬＥＣＳが本



件プログラムのバージョンアップ品との印象を与える手法が採られている（甲の
５、７）のである。
      　以上の事実を総合すると、ＬＥＣＳは、本件プログラムのうちの創作性の
ある部分を含む一部を複製してこれに改変を加えたものであり、本件プログラムと
は同一の範囲を脱したものであるが、ソフトウエアとして本件プログラムと全く異
なった程度には改変されたものとはいえず、表現上の本質的な特徴の同一性が維持
され、実質的に類似するものということができ、全体として本件プログラムを翻案
したものに当たると認めるのが相当である。
    (4)　この点について、被告は、ソフトウエアの実質的類似性は、プログラムの
構造、手順、構成を明らかにし、あるアイデア若しくは機能を達成するためには必
然的に付随的なもので表現とアイデアが一致している部分、外部的条件部分、及び
公有に属する部分を排除した上で比較検討されなければならないと主張する。
      　しかしながら、前記(2)で認定したとおり、本件プログラムのうちＬＥＣＳ
に流用されたコードの数量が本件プログラムの約６２％に当たる約４万６０００行
に及び、ＬＥＣＳも、そのソースコード約１２万８０００行のうち、約４６％に当
たる約５万９０００行が本件プログラムとほぼ同じ内容を有しているという数量的
要素を考慮すれば、本件プログラムのうちでＬＥＣＳに使用された部分が、単に、
他のプログラムやハードウエア等の外部的要因に規制される結果本来的に類似せざ
るを得ない部分や、一般的な処理方法など著作権法上の保護が及ばない部分（著作
権法１０条３項参照）のように、プログラムの創作性のない部分に止まるものとみ
ることは合理的でない。被告の主張は採用できない。
    (5)　以上によれば、ＬＥＣＳは本件プログラムの翻案物であり、本件契約第３
条にいう「開示されたソースプログラムを元に変更を加えた製品」に当たるという
べきであるから、被告は、本件契約第４条及び本件覚書に基づき、原告に対し、Ｌ
ＥＣＳ１セット当たり７０万円及び消費税（ただし、同一の顧客に対し２台目以降
を追加で販売した時は３５万円及び消費税）の契約料金を支払うべき義務を負う。
      　この点について、被告は、本件契約第４条は、被告が変更を加えたもので
はなく、類似について被告に故意及び過失のない商品について責任を負わせる趣旨
ではないから、ＬＥＣＳに本件契約第４条の適用はないと主張する。しかし、前
記(1)で認定した事実によれば、被告は、ソフトプロにＬＥＣＳの作成を依頼するに
当たり、本件プログラムのソースプログラムを開示しており、いわば、被告が主体
となってソフトプロをして本件プログラムに変更を加えさせたというべきである。
ＬＥＣＳは、本件契約第３条にいう「開示されたソースプログラムを元に加えた製
品」、本件覚書にいう「甲（被告）が変更を加えた製品」に該当する。
  ２　争点(2)（本件契約は終了したか）について
    　証拠（乙７）によれば、被告は、平成５年５月１８日、原告常務取締役であ
るＣに対し、本件契約及び本件覚書に基づく本件プログラムのソフトウエア取引を
終了する旨の通知を発したことが認められるところ、同通知は、被告の原告に対す
る本件契約の合意解約の申入れと解される。しかし、原告が被告の申入れを承諾し
たことを認めるに足りる証拠はないから、本件契約の合意解約が成立したというこ
とはできない。
    　また、証拠（乙７、１１）によれば、前記通知において被告が本件契約の終
了を申し入れた理由は、①平成４年１１月末を最後に本件ソフトが売れなくなっ
た、②新たなライバル会社の出現、システム機器の古さ、③ソフト開発担当者がい
ないための競争力の低下、というものであると認められる。
    　本件契約第８条は、原告又は被告が次のいずれかに該当する場合には本件契
約の全部又は一部を解除できるものとして、解除事由として「①本契約の各条項の
いずれかに違反し、書面による警告後、３０日を経過してもその違反を改めない場
合。②いずれかが差押処分、会社整理、倒産、もしくは財産処分、強制執行等を受
けた場合」を挙げている（甲１）。被告による前記の本件契約の解約申入れの理由
が本件契約第８条に定める解除事由に当たらないことは明らかである。
    　以上によれば、本件通知によって本件契約が終了したということはできな
い。
  ３　争点(3)（被告が本件契約に基づき支払うべき料金額）について
    (1)　前記第２、１、(7)のとおり、被告が平成５年３月３０日から平成７年２
月１６日までの間に、ソフトプロに対してＬＥＣＳ及びその改良版を２５セット発
注したこと、そのうち１８セットがある顧客に対する１台目の販売であり、７セッ
トが同一の顧客に対する２台目以降の追加販売であることは当事者間に争いがな



い。
    (2)　原告は、被告が提出したソフトプロ分の仕入帳（乙１７）には、前記２５
セットのほかに、平成５年６月１８日分として「ＬＥＣＳ－１０００特別版」の記
載が存在するから、これも料金額算定の根拠とされるべきであると主張するので検
討する。
      　証拠（乙１１、１７）によれば、次の事実が認められる。
      ア　被告は、前記(1)の２５セット分については、仕入帳に販売先を明記して
いるが、平成５年６月１８日の「ＬＥＣＳ－１０００特別版」の欄には、販売先を
記載していない。
      イ　被告とソフトプロは、被告がソフトプロから購入するＬＥＣＳの価格
を、ＬＥＣＳ－３０００が１本１５０万円（同一顧客に対する２本目以降の価格は
１本７５万円）、ＬＥＣＳ－１０００が１本７５万円（同一顧客に対する２本目以
降の価格は１本３７万５０００円）と定めているが、平成５年６月１８日の「ＬＥ
ＣＳ－１０００特別版」の仕入金額の欄には１２０万円と記載されている。
      ウ　被告は、仕入帳に、ＬＥＣＳの当初開発委託に関するソフトプロへの支
払を計上しており、これについては販売先の名が記載されていない。
      　以上の事実によれば、「ＬＥＣＳ－１０００特別版」が、被告が顧客へ販
売するためソフトプロから購入した分と推認することは、「ＬＥＣＳ－１０００特
別版」と他のＬＥＣＳ商品の仕入帳での記載の違いに照らして相当でなく、他に同
事実を認めるに足りる証拠はない。
    (3)　被告が原告に対し本件契約第４条及び本件覚書に基づき支払うべき約定金
は、次のとおりとなる。
      ア　同一顧客に対する一台目の販売については、代金は１セット当たり７０
万円となるから、その１８セット分である１２６０万円に契約当時の消費税（３
％）を加えた額である１２９７万８０００円（700,000×18×1.03＝12,978,000）が
代金額となる。
      イ　同一顧客に対する追加販売については、代金は１セット当たり３５万円
となるから、その７セット分である２４５万円に契約当時の消費税（３％）を加え
た額である２５２万３５００円（350,000×7×1.03＝2,523,500）が代金額となる。
        これらの合計は、１５５０万１５００円となる。
      　なお、本件プログラムを装着して被告が販売した製品については、第２、
１、(5)の既払額のほかに未払分があることを認めるに足りる証拠はない。
  ４　以上によれば、原告の主位的請求は、被告に対し金１５５０万１５００円及
びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成９年１２月１７日から支払済みまで
商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
    　なお、原告は、予備的請求として、著作権侵害に基づく損害賠償を請求して
いるが、予備的請求において原告が著作権法１１４条２項所定の「著作権の行使に
つき受けるべき金銭の額に相当する額」とする額は、主位的請求と同じく、本件契
約第４条に基づく金員をＬＥＣＳの販売数量で乗じた額であり、予備的請求は、主
位的請求と経済的に同一の目的に向けられた請求といえる。そうすると、予備的請
求の損害額が前記３で認定した主位的請求の認容額を超えることはないから、予備
的請求のその余の争点について判断するまでもなく、原告の請求は前述の限度にお
いて理由がある。
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